
別紙３ 

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
（
抜
粋
） 

（
特
定
の
美
術
品
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
納
税
猶
予
及
び
免
除
） 

第
四
十
条
の
七
の
七 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
寄
託
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
又
は
遺

贈
（
贈
与
を
し
た
者
の
死
亡
に
よ
り
効
力
を
生
ず
る
贈
与
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
美
術
品

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
美
術
品
」
と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
当
該
被
相
続
人
の
相
続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
第
一
次
寄
託
相
続
人
（
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
そ
の
有
す
る
特
定
美
術
品
の
取
得
を
し
た
相
続
人
で
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
法
第
七
十
条
の
六

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
前
に
当
該
相
続
税
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
で
死
亡
し
た
も
の
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
場
合
で
、
第
二
次
寄
託
相
続

人
（
当
該
第
一
次
寄
託
相
続
人
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
特
定
美
術
品
の
取
得
を
し
た
当
該
第
一
次
寄
託
相
続
人
の
相
続
人
を
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
第
一

次
寄
託
相
続
人
に
係
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

２ 

被
相
続
人
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
美
術
品
に
係
る
同
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
認
定
保
存
活
用
計
画
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
認
定
保
存
活
用
計
画
」
と
い
う
。
）
の
同
条
第
三
項
第
五
号
の
計
画
期
間
が
満
了
し
た
日
以
後
四
月
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
の
日
前
に
当
該

特
定
美
術
品
に
係
る
新
た
な
認
定
保
存
活
用
計
画
に
係
る
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
、
か
つ
、

同
日
に
お
い
て
当
該
認
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
被
相
続
人
は
認
定
保
存
活
用
計
画
に
基
づ
き
当

該
特
定
美
術
品
を
同
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
寄
託
先
美
術
館
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
託
先
美
術
館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。 

そ
の
納
税
を
猶
予
す
る 

当
該
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
当
該 

当
該
特
定
美
術
品
で
当
該 

が
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
七
条
第
一
項 

第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
税
を
猶
予
し
た
も
の
と
み
な
す 

当
該
第
二
次
寄
託
相
続
人
が
当
該
寄
託
相
続
人
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
特
定
美
術
品
に
つ
き
こ

の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
た
め
当
該
特
定
美
術
品
に
係
る 

当
該
特
定
美
術
品
（
当
該
寄
託
相
続
人
か
ら
の
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
当
該
特
定
美
術
品
の
取
得
を
し
た
寄
託
相
続
人

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
二
次
寄
託
相
続
人
」
と
い
う
。
）
が
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
期
限

内
申
告
書
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で 

の
相
続
人
が
当
該
相
続
に
係
る
相
続
税
法
第
二
十
七
条
第
二
項 



３ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
の
開
始
の
日
か
ら
当
該
相
続
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
の
間
に
、
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
美
術
品
に
係
る
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
寄
託
契
約
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
寄
託
契
約
」
と
い
う
。
）
の
契
約
期
間
が
寄
託
先

美
術
館
の
設
置
者
か
ら
の
契
約
の
解
除
若
し
く
は
契
約
の
更
新
を
行
わ
な
い
旨
の
申
出
に
よ
り
終
了
し
た
場
合
又
は
当
該
特
定
美
術
品
を
寄
託
さ
れ
た
寄
託
先
美
術
館
が
同
条
第

三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
寄
託
相
続
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
託
相
続
人
」
と
い
う
。
）

が
当
該
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
新
た
な
寄
託
先
美
術
館
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
寄
託
先
美
術
館
」
と
い
う
。
）
の
設
置
者
と
の

間
で
寄
託
契
約
を
締
結
し
、
か
つ
、
当
該
特
定
美
術
品
を
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
す
る
見
込
み
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

第
三
号
の
寄
託
の
日
ま
で
当
該
特
定
美
術
品
の
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
へ
の
寄
託
が
継
続
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

二 

当
該
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
に
お
い
て
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
の
寄
託
契
約
に
基
づ
き
当
該
特
定
美
術
品
を
当
該
新

寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
日
に
お
い
て
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
三
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

三 

当
該
相
続
税
の
申
告
書
の
提
出
期
限
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
特
定
美
術
品
が
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
の
日

以
後
は
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
と
当
該
寄
託
相
続
人
と
の
間
の
寄
託
契
約
は
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
寄
託
契
約
と
、
当
該
新
寄
託
先
美
術
館
は
同
項
の

寄
託
先
美
術
館
と
み
な
す
。 

４ 

寄
託
相
続
人
に
係
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
税
の
額
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
の
価
額
（
相
続
税
法
第
十

三
条
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
債
務
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
控
除
未
済
債
務
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
美
術
品
の
価
額
か
ら
当
該
控
除
未
済
債
務
額
を
控
除
し
た
残
額
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
価
額
」
と
い
う
。
）
を
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
て
、
相
続
税
法
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条

の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額
（
当
該
寄
託
相
続
人
が
同
法
第

十
九
条
の
二
か
ら
第
二
十
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
十
五
又
は
第
二
十
一
条
の
十
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
法
第

七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
納
付
す
べ
き
相
続
税
の
額
の
計
算
上
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
超
え
る
部
分
の
金
額
を
控
除
し
た
残
額
）
と
す
る
。 

 

一 

特
定
価
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
て
、
相
続
税
法
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十

一
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額 

 

二 

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額 

 
 

イ 

相
続
税
法
第
十
一
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た

当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額 

 
 

ロ 

特
定
価
額
を
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
て
、
相
続
税
法
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び



に
第
二
十
一
条
の
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
当
該
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額 

５ 

前
項
の
「
控
除
未
済
債
務
額
」
と
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
い

う
。 

 

一 
相
続
税
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
寄
託
相
続
人
の
負
担
に
属
す
る
部
分
の
金
額 

 

二 

前
号
の
寄
託
相
続
人
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
（
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
で
相
続
税
法
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
贈
与
を
含
む
。
）
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
価
額
か
ら
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
の
価
額
を
控
除
し
た
残
額 

６ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
寄
託
相
続
人
の
相
続
税
の
額
は
、
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

７ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
」
と
い
う
。
）
に
百
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

８ 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
の
計
算
に
お
い
て
は
、
当
該
特
定
美
術
品
に

係
る
寄
託
相
続
人
が
被
相
続
人
か
ら
同
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
全
て
の
特
定
美
術
品
の
価
額
の
合
計
額
（
相
続
税
法
第
十
三
条
の
規
定
に

よ
り
控
除
す
べ
き
債
務
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
債
務
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
美
術
品
の
価
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
控
除
未
済
債
務
額
を

控
除
し
た
残
額
）
を
当
該
寄
託
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
す
。 

９ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
美
術
品
の
異
な
る
も
の
ご
と
の
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
し
た
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り

捨
て
る
。 

 

一 

前
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額 

 

二 

特
定
美
術
品
の
異
な
る
も
の
ご
と
の
価
額
が
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
を
し
た
全
て
の
特
定
美
術
品
の
価
額
の
合

計
額
に
占
め
る
割
合 

10 

納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ

り
財
産
の
取
得
を
し
た
者
の
う
ち
に
法
第
七
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
財
産
の
取
得
を
し
た
全
て
の
者
に
係
る
相
続
税
の
課
税

価
格
は
、
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
相
続
税
の
課
税
価
格
と
す
る
。 

11 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
税
額

と
調
整
前
美
術
品
猶
予
税
額
（
第
四
十
条
の
七
第
十
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
整
前
美
術
品
猶
予
税
額
を
い
う
。
）
と
の
合
計
額
が
猶
予
可
能
税
額
（
当
該
寄
託
相
続
人
が
法

第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
寄
託
相
続
人
が
納
付
す
べ
き
相
続
税
の
額
を
い
う
。
）



を
超
え
る
と
き
に
お
け
る
特
定
美
術
品
に
係
る
納
税
猶
予
分
の
相
続
税
額
は
、
当
該
猶
予
可
能
税
額
に
当
該
調
整
前
美
術
品
猶
予
税
額
が
当
該
合
計
額
に
占
め
る
割
合
を
乗
じ
て

計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
し
た
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。 

 

一 
法
第
七
十
条
の
六
第
一
項 

調
整
前
農
地
等
猶
予
税
額
（
第
四
十
条
の
七
第
十
六
項
に
規
定
す
る
調
整
前
農
地
等
猶
予
税
額
を
い
う
。
） 

 

二 
法
第
七
十
条
の
六
の
六
第
一
項 

調
整
前
山
林
猶
予
税
額
（
第
四
十
条
の
七
第
十
六
項
第
一
号
に
規
定
す
る
調
整
前
山
林
猶
予
税
額
を
い
う
。
） 

 

三 

法
第
七
十
条
の
六
の
十
第
一
項 

調
整
前
事
業
用
資
産
猶
予
税
額
（
第
四
十
条
の
七
第
十
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
調
整
前
事
業
用
資
産
猶
予
税
額
を
い
う
。
） 

 

四 

法
第
七
十
条
の
七
の
二
第
一
項
、
第
七
十
条
の
七
の
四
第
一
項
、
第
七
十
条
の
七
の
六
第
一
項
又
は
第
七
十
条
の
七
の
八
第
一
項 

調
整
前
株
式
等
猶
予
税
額
（
第
四
十
条

の
七
第
十
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る
調
整
前
株
式
等
猶
予
税
額
を
い
う
。
） 

 

五 

法
第
七
十
条
の
七
の
十
二
第
一
項 

調
整
前
持
分
猶
予
税
額
（
第
四
十
条
の
七
第
十
六
項
第
五
号
に
規
定
す
る
調
整
前
持
分
猶
予
税
額
を
い
う
。
） 

12 

第
八
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
一
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定
は
、
特
定
美
術
品
の
異
な
る
も
の
ご
と
に
適

用
す
る
も
の
と
す
る
。 

13 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
害
は
、
震
災
、
風
水
害
、
落
雷
、
噴
火
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
で
、
こ
れ
ら
の
災
害
に
よ
り
特

定
美
術
品
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
特
定
美
術
品
に
付
さ
れ
た
保
険
に
係
る
保
険
契
約
に
よ
り
保
険
金
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。 

14 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
寄
託
相
続
人
又
は
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
同
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
以
後
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
寄
託
相
続
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
お
け
る
同
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
当
該
特
定
美
術
品
の
譲
渡
が
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
庁
長
官
か
ら
の
通
知
を
当
該
寄
託
相
続
人

の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
が
受
け
た
日
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
二
号
中
「
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
庁
長
官
か
ら
の
通
知

を
当
該
寄
託
相
続
人
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
が
受
け
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
寄
託
相
続
人
の
死
亡
の
日
の
前
日
」
と
す
る
。 

15 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
、
文
化
財
保
護
法
第
五
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
が
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
同
法
第
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六

十
七
条
の
五
に
規 

定
す
る
認
定
登
録
有
形
文
化
財
保
存
活
用
計
画
の
認
定
が
取
り
消
さ
れ
る
前
に
同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重

要
文
化
財
保
存
活
用
計
画
（
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
と
す
る
。 

16 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
四
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
は
、
同
項
の
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同
条
第
三
項
第
三
号
に
定
め
る
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

寄
託
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 

二 

当
該
特
定
美
術
品
の
明
細 



 

三 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
先
美
術
館
及
び
当
該
特
定
美
術
品
を
寄
託
し
よ
う
と
す
る
設
置
者
に
係
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の

名
称
及
び
所
在
地 

 

四 
前
号
の
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
対
す
る
寄
託
予
定
年
月
日 

 

五 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

17 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
五
項
の
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
は
、
同
項
の
特
定
美
術
品
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同
条
第
三
項
第
七
号
に
定
め
る
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

寄
託
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 

二 

当
該
特
定
美
術
品
の
明
細 

 

三 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
先
美
術
館
及
び
当
該
特
定
美
術
品
を
寄
託
し
よ
う
と
す
る
設
置
者
に
係
る
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
五
項
に
規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の

名
称
及
び
所
在
地 

 

四 

前
号
の
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
対
す
る
寄
託
予
定
年
月
日 

 

五 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

18 

前
二
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
そ
の
申
請
に
つ
き
承
認
又
は
却
下
の
処
分
が
な
か
つ
た
と
き
は
、

そ
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

19 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
が
同
条
第
六
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
特
定
美
術
品
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
場
合
に
お

け
る
そ
の
担
保
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
が
当
該
特
定
美
術
品
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
納
税
地
の

所
轄
税
務
署
長
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

20 

税
務
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
美
術
品
が
担
保
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
担
保
を
解
除
し
た
と
き
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
が
当
該
特
定
美
術

品
を
担
保
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
当
該
寄
託
相
続
人
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

21 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
六
項
の
規
定
は
、
同
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
係
る
特
定
美
術
品
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
新
寄
託

先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
美
術
品
を
国
税
通
則
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
担
保
と
し
て
提
供
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

22 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
は
、
引
き
続
き
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、

寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
が
発
行
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

寄
託
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 

二 

被
相
続
人
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
特
定
美
術
品
の
取
得
を
し
た
日 



 

三 

当
該
特
定
美
術
品
の
明
細 

 
四 

当
該
特
定
美
術
品
に
係
る
寄
託
先
美
術
館
の
名
称
及
び
所
在
地 

 

五 
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

23 

第
十
六
項
又
は
第
十
七
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
寄
託
相
続
人
（
法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
九
項
に
規
定
す
る
届
出
期
限
ま
で
に
特
定
美
術
品
を
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に

規
定
す
る
新
寄
託
先
美
術
館
の
設
置
者
に
寄
託
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
が
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
届
出
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類
の
添
付
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
を
記
載
し
、
か
つ
、
寄
託
先
美
術
館
の
設
置

者
が
発
行
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

24 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
寄
託
相
続
人
又
は
そ
の
相
続
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
財
務
省
令
で
定
め

る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同
項
の
事
由
が
生
じ
た
日
後
遅
滞
な
く
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

届
出
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 

二 

前
号
の
者
が
寄
託
相
続
人
の
相
続
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
寄
託
相
続
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
届
出
書
を
提
出
す
る
者
と
当
該
寄
託
相
続
人
と
の
続
柄 

 

三 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
事
情
の
詳
細
及
び
そ
の
事
情
の
生
じ
た
日 

 

四 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
税
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨 

 

五 

免
除
を
受
け
る
相
続
税
の
額 

 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

25 

法
第
七
十
条
の
六
の
七
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
同
条
第
九
項
の
届
出
書
に
は
、
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
引
き
続
き
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨

及
び
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
当
該
届
出
書
を
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
届
出
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
情
の
詳
細
を
記
載
し
、
か
つ
、

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 


